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比較食文化史年表の作成について(日本:昭和期 1 (1926 -1960)) 
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This chronology is出efourth in a series of publications on comparative food c叫ture.Ha叫ngpre叫ouslyexarnined Japanese food culture in 

出eTaisyo and Meiji eras，世間 Edoera and血eJomon組 dMomoyama eras，出sinstallment in血eseries w副 covera portion of the Showa 

era，金om1926 to 1960. 

百leau出orshave compiled information on 422 chronological items企om251 sources， including 48 print publications and 203 electronic 

publications. In仕lISchronology， food culture phenomenonおclassifiedin the same manner部血atof the previous papers in出 sseries. 
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はしがき

本研究ノートは、「比較食文化史年表に関する諸問題J[)、
「比較食文化史年表の作成について(日本:江戸期)J 2)およ

び「比較食文化史年表の作成について(日本:縄文期~安

土桃山期)J 3!の続報として、日本国内の昭和期の1926(昭

和元)年から1960(昭和35)年までの食文化事象を記述し

た年表である。したがって年表作成上の諸凡例については

既報において記述したことを原則的に踏襲したが、本研究

ノート作成の途上で新しく考慮しなければならない事例が

生じたので下記に補足する。

なお前稿同様、一般社団法人日本家政学会食文化研究部

会の会員でないので共著者に併記できなかった古屋敷明

美、横山幸代の 2名も共同研究者であることを付記する。

市 西日本食文化研究会、東亜大学

Westem Japan Food Culture Study Group， University of East Asia 
n 西日本食文化研究会、安田女子大学

Westem Japan Food Culture Study Group， Yasuda Women's University 

口市 西日本食文化研究会、山口大学

Westem Japan Food Culture Study Group， Yamaguchi University 

+: +: +: * 西日本食文化研究会、九州女子大学(非)

Westem Japan Food Culture Study Group， Kyusyu Women's University 

***** 西日本食文化研究会、同志社大学(非)

Westem Japan Food Culture Study Group， Doshisha University 

.. . 西日本食文化研究会

Westem Japan Food Culture Study.Group 

.本年表作成上の凡例

1 )政府または地方行政機関による法令、施行規則、条例

などの事象の成立は、それらの事象の公布年月日を基

準とした。通例として公布と施行の年月日が一致して

いないことが多いが、事象によって施行年月日が明確

になっている場合はその年月日を付記した。

2)食素材の品種開発に関する事象の場合、その品種の育

成が終了し市場に登場する時点を育成の年月として記

載した。育成終了年月と品種または種苗名称登録の年

月が一致しない場合で、その登録年月が明確になって

いる場合はその年月を付記した。

3)企業の創業、注目すべき企業活動などの事象で、もっ

ぱらその企業が公表している電子情報(ホームページ

など)を採択した場合、その電子情報を参照した年月

を情報源の要件として記載した。
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